
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～36 協定締結時の労働者代表選出手続が見直されています～ 

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 

 

＜2020.10 月号＞ 株式会社フォーラムジャパン 

東京都千代田区神田小川町 3-20 第 2 龍名館ビル 6F 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★無効な 36 協定を提出し違法な長時間労働を行わせた企業が書類送検された事例★ 

 労働者と一切協議せず、無効な 36 協定を提出して違法な長時間労働を行わせたとして、会社と代表者が

労働基準法第 32 条（労働時間）違反の疑いで書類送検された。捜査の過程で、協定書を作成した事務員に

労働者代表として押印させ、届け出ていたことが発覚。再三の是正指導にも応じず、長時間労働の改善を求

める労働者から告訴される。 


